
平
成
十
九
年
三
月
十
五
日
提
出

質

問

第

一

一

九

号

著
作
権
法
上
の
同
一
性
保
持
権
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

川

内

博

史
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著
作
権
法
上
の
同
一
性
保
持
権
に
関
す
る
質
問
主
意
書

我
が
国
の
著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
五
月
六
日
法
律
第
四
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
著
作
者
人
格
権

は
、
平
成
十
六
年
十
二
月
十
六
日
に
開
催
さ
れ
た
知
的
財
産
戦
略
本
部
第
九
回
会
合
に
お
い
て
中
山
信
弘
本
部
員
が
「
例
え
ば

一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
今
、
す
ぐ
改
正
す
る
こ
と
は
困
難
な
難
し
い
問
題
で
す
け
れ
ど
も
、
世
界
で
最
も
強
力
と
言
わ
れ
て
い
る

我
が
国
の
著
作
者
人
格
権
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
長
期
的
課
題
と
し
て
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
と
考
え
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る

通
り
、
諸
外
国
と
比
較
し
て
も
極
め
て
厳
格
な
運
用
が
為
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
前
提
に
基
づ
き
、
法
第
二
十
条
に
お
け
る
同
一

性
保
持
権
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

法
第
二
十
条
は
著
作
者
の
主
観
的
要
件
に
よ
り
侵
害
の
成
否
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
文
学
的
及
び
美
術
的
著
作
物
の
保

護
に
関
す
る
ベ
ル
ヌ
条
約
パ
リ
改
正
条
約
（
昭
和
五
十
年
三
月
六
日
条
約
第
四
号
。
以
下
「
ベ
ル
ヌ
条
約
」
と
い
う
。
）
第

六
条
の
二
に
お
け
る
「
自
己
の
名
誉
又
は
声
望
を
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
」
に
対
し
て
侵
害
の
成
否
を
判
断
す
る
客
観

的
要
件
に
基
づ
く
人
格
の
保
護
を
採
用
し
て
い
な
い
理
由
は
何
か
。
詳
細
な
説
明
を
求
め
る
。

二

法
第
二
十
条
は
公
表
を
前
提
と
し
な
い
閉
鎖
領
域
内
で
著
作
者
で
な
い
者
が
行
う
著
作
物
の
改
変
行
為
、
例
え
ば
替
え
歌

の
歌
唱
や
蛍
光
ペ
ン
に
よ
る
マ
ー
キ
ン
グ
、
行
間
に
注
釈
を
加
筆
す
る
等
の
改
変
行
為
を
も
禁
じ
る
規
定
な
の
か
。
そ
れ
ら

一



の
行
為
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
場
合
、
当
該
行
為
を
禁
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
著
作
者
に
い
か
な
る
保
護
法
益
が
生

じ
る
の
か
。
詳
細
な
説
明
を
求
め
る
。

三

平
成
十
七
年
一
月
二
十
四
日
に
文
化
審
議
会
著
作
権
分
科
会
が
公
表
し
た
「
著
作
権
法
に
関
す
る
今
後
の
検
討
課
題
」
と

題
す
る
文
書
（
以
下
「
検
討
課
題
」
と
い
う
。
）
で
は
、
備
考
と
し
て
「
�.

著
作
者
人
格
権
に
関
し
て
は
、
法
制
問
題
小

委
員
会
と
は
別
に
、
外
部
の
専
門
的
な
有
識
者
グ
ル
ー
プ
に
基
礎
的
な
研
究
を
委
託
し
、
理
論
的
・
体
系
的
な
整
理
を
、
ま

ず
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
検
討
課
題
の
公
表
よ
り
二
年
余
を
経
過
し
た
現
在
に
お
け
る
研

究
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
る
。

右
質
問
す
る
。

二


